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令和７年度財政援助団体等監査の結果報告について 

 

 

地方自治法第199条第７項の規定により、財政援助団体等監査を実施した

ので、その結果を同条第９項の規定により別紙のとおり報告します。 
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令和７年度　財政援助団体等監査報告 

 

第１　監査の対象 

伊那市観光株式会社への、主に令和６年度における次の財政援助に係る

出納その他の事務の執行、経営状況について監査を行った。 

（１）出資団体及び公の施設の指定管理者　　伊那市観光株式会社 

（２）対象施設　　高遠さくらホテル、仙流荘 

（３）所管課　　　商工観光部　観光課 

 

第２　監査の実施期間 

令和７年９月 19 日（金）から令和７年１１月 28 日（金） 

 

第３　監査の手続及び着眼点 

観光課に係る事務の執行について、観光課から提出された資料及び提示

のあった関係書類等に基づいて、質問その他必要と認めた監査手続を実施

した。 

伊那市観光株式会社（以下、「観光株式会社」という。）への出資に係る

事業、また、高遠さくらホテル及び仙流荘の公の施設の指定管理に係る出

納その他事業の執行、経営状況について、観光株式会社から提出された資

料及び提示のあった出納関係帳票その他の関係書類に基づいて、帳簿突合、

質問その他必要と認めた監査手続を実施した。 

なお、白鳥監査委員は、監査対象年度のうち令和６年６月 25 日まで、

当該団体の取締役の職にあったため、関係する事項については、地方自治

法第 199 条２の規定により除斥した。 

 

１　出資団体関係 

（１）所管課関係 

ア　出資目的及び出資金額等は妥当か。 

イ　出資金等の支出手続きは適正か。 

ウ　株式又は出資による権利は財産台帳に登録され、決算書類に適

正に表示されているか。 

エ　株券等の保管は良好か。 

オ　出資者としての権利行使は適切に行われているか。 

カ　出資団体の経営成績及び財政状態を十分把握し、適切な監督を

行っているか。 

キ　増資及び減資があるか。また、配当金は確実に収入されている

か。 
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（２）出資団体 

ア　定款（寄附行為）並びに経理規定等諸規定は整備されているか。 

イ　設立目的（出資目的）に沿った事業運営が行われているか。 

ウ　決算諸表等は法令等に準拠して作成されているか。 

エ　経営成績及び財政状況は良好か。 

オ　収益率、財務比率は良好か。また、人件費の内容、金額は事業

規模に比し適切か。 

カ　関係帳票の整備、記帳は適切か。また、領収書等の証拠書類の

整備、保存は適切か。 

キ　会計経理及び財産管理は適切か。 

ク　資金の運用は適切か。また、経費節減は図られているか。 

 

２　公の施設の指定管理関係 

（１）所管課関係 

ア　公の施設の管理を行わせる団体の指定は、法、条例等に根拠を

おいているか。 

イ　管理に関する協定等の締結は、適正に行われているか。 

ウ　条例やそれに基づく協定書等に沿って運営管理されているか。 

エ　指定管理者に対する指導監督は適切に行われているか。 

 

（２）指定管理者 

ア　施設は法、条例等の定めるところにより適切に管理されている

か。 

イ　協定等に基づく義務の履行は適切に行われているか。 

ウ　施設の管理に係る経理会計事務は適切に行われているか。 

エ　施設の管理に係る諸規定は整備されているか。 

オ　利用促進のための努力はなされているか。 
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第４　監査対象団体の概要 

１　概要 

（１）商号  伊那市観光株式会社 

（２）本社  長野県伊那市下新田 3050 番地 

（３）会社の設立 平成９年７月 28 日 

（４）事業内容 

ア　温泉浴場施設及びこれに付帯する施設の経営 

イ　旅館、ホテルの経営 

ウ　めん類、パン、菓子、ハム・ソーセージ、ビール、果実酒、衣

料雑貨品、民芸品の製造、加工、販売 

エ　まんじゅう、漬物など観光みやげ物の製造、販売 

オ　食品、飲料水の販売及び食堂、土産品店の経営 

カ　温泉水の販売 

キ　公園、スポーツ施設及び遊園地等の経営 

ク　酒類、タバコの販売 

ケ　前各号に付帯する一切の業務 

（５）株式の状況 

ア　発行可能株式総数 　　2,400 株 

イ　発行済株式の総数 　　　580 株 

ウ　株主数   　　　  ６名 

（６）株主名 

 

（７）従業員数（令和７年３月 31 日現在）総数 83 名 

 株主名 所有株式数 比率

 伊那市 480 株 82.75 ㌫

 伊那商工会議所 20 株 3.45 ㌫

 アルプス中央信用金庫 20 株 3.45 ㌫

 伊那バス株式会社 20 株 3.45 ㌫

 上伊那農業協同組合 20 株 3.45 ㌫

 株式会社八十二銀行 20 株 3.45 ㌫

 
施設名

従業員数（人）

 正社員 契約社員 パート社員 合計

 本社 0 3 0 3

 みはらしの湯 2 3 2 7

 さくらの湯 3 1 5 9

 高遠さくらホテル 12 1 22 35

 仙流荘 2 1 9 12

 パンや 2 1 14 17

 計 21 10 52 83
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（８）施設一覧 

 

２　財務・営業の概要 

観光株式会社第 28 期（令和６年度）事業報告書及び比較決算報告書

によると、入浴施設では水道光熱水費等の経費支出が引き続き影響し、

通期赤字の状況が続いており、市から 50,000,000 円の委託料を受けた

が、利用者増加への取り組みなどによる営業努力の結果、5,800,000 円

を市へ返納している。 

山小屋は、昨シーズン並みの利用があり、また、インターネット予約

システムの導入の効果も相まって、年度協定に基づく借受料 5,760,000

円を市へ納入することができた。 

保養センターでは、週末だけでなく平日の利用も多く確保でき、宿泊

者数が大きく増加した。また、年度協定書に基づき 3,480,000 円の借受

料を市へ納入することができた。 

結果、観光株式会社全体の売上総利益は 471,478,328 円で、前期比

45,735,310 円と増加したが、販売費及び一般管理費が 488,081,554 円と

前期比 68,438,233 円増加したため、営業損失は 16,603,226 円となり、

前期比 22,702,923 円の増加となった。 

補助金など雑収入が 46,207,373 円になり、営業外収益 46,333,506 円

から、営業損失及び営業外費用 374,465 円を減じた経常利益は、

29,355,815 円となり、特別損失（山小屋事業引当金繰入）10,000,000 円

を繰入れた結果、第 28 期（令和６年度）決算の税引前当期純利益は、

19,355,815 円で二期連続黒字となった。 

 

 施　設　名 住　　所

 羽広温泉みはらしの湯 伊那市西箕輪 3480 番地 1

 羽広温泉スタンド 伊那市西箕輪 3900 番地 195

 高遠温泉さくらの湯 伊那市高遠町西高遠 928 番地 2

 高遠温泉スタンド 伊那市高遠町西高遠 810 番地 1

 高遠さくらホテル 伊那市高遠町勝間 217 番地

 仙流荘 伊那市長谷黒河内 1847 番地 2

 パンや 伊那市長谷非持 1400 番地

 西駒山荘 伊那市伊那 7119 番地 140

 北沢峠こもれび山荘 伊那市長谷黒河内 黒河内国有林 270 ロ林小班

 仙丈小屋 伊那市長谷黒河内 黒河内国有林 272 イ林小班

 塩見小屋 伊那市長谷浦 浦国有林 66 ロ林小班
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高遠さくらホテル
（千円）

令和6年度 令和5年度

純売上高 186,986 157,913

売上原価 37,824 36,759

【売上総利益】 149,162 121,154

販売費及び一般管理費 150,996 118,586

【営業利益】 △ 1,834 2,569

【経常利益】 △ 1,626 2,783

【当期純利益】 △ 1,630 2,783

仙流荘
（千円）

令和6年度 令和5年度

純売上高 62,570 48,862

売上原価 10,805 6,967

【売上総利益】 51,766 41,895

販売費及び一般管理費 53,888 42,352

【営業利益】 △ 2,123 △ 457

【経常利益】 △ 1,965 △ 612

【当期純利益】 △ 1,968 70
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第５　監査の結果 

１　出資団体に係る監査の結果 

観光株式会社における経営状況については、監査資料の閲覧及び面

接時の内容聴取により、昨今の社会情勢などによる施設運営の厳しさ

が感じられたが、ここ数年の市及び指定管理者による様々な集客への

取り組みや経営改善が図られたことなどから、令和６年度は売上高が

前年度より増加し、また、繰越利益剰余金がプラスに転じ、グループ

全体では黒字になったことは評価に価する。 

観光株式会社の事業運営は定款及び各規則に沿って行われており、

事務処理については、概ね適正に処理されていた。 

以下、観光株式会社への改善事項に関して、出資者である伊那市担

当部課で必要な指示などの対応を図られたい。 

(1) 保養センターの管理運営、山小屋の管理運営に関する年度協定

書第２条第３項に貸付料の徴収を年度末に支払うと明記されている

が、条文と実務に不整合があった。実務にあった条文に修正された

い。 

(2) 基本協定書第 20 条第 1 項第 1 号に規定されている定期モニタリ

ングのための月報が定められた期日までに提出されていない月があ

った。業務の適正を期するためにも期限内の提出を徹底されたい。 

(3) 市所管部課においては、協定書における定期モニタリングや現場

状況把握を常に行い、業務改善等について必要な指示を一層充実さ

れたい。 

(4) 現在、伊那市長が代表取締役社長を兼務しているが、観光株式会

社は民間経営感覚による運営が不可欠な第３セクターであり、経営

に専念することができる常勤の社長を配置されるよう見直しを検討

されたい。 

 

２　公の施設の指定管理者に係る監査の結果 

高遠さくらホテル及び仙流荘の事業運営は、「保養センターの管理

運営に関する基本協定書」に沿って運営されており、概ね適正に処理

されていると認められたが、一部に検討、改善等を要する事項が見受

けられたので、市担当部課も含め必要な対応を図られたい。 

(1) 施設の修繕、改修は、引き続き指定管理者と所管課との役割分担

を明確にし、計画的に行なわれたい。 

(2) 施設がより有効に利用されるためにはいかにすべきか、利用者

の声や指定管理者総合評価表が管理運営面に反映されるように配慮

され、市と指定管理者の密なる連携の下に、更なる経営改善に努め

られたい。 

(3) 多数の様々な利用者が訪れるので、施設における安全対策、盗難
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防止対策やトラブル防止対策などの取り組みを引き続き行い、更な

る利用者の安全安心が確保された施設運営を図られたい。 

(4) 施設における小口現金（突発的なもの）の扱い方のマニュアルな

どによる処理方法の統一化を図られたい。 

(5) 手書きで処理している台帳は、ＰＣ（パソコン）の表計算ソフト

による処理とするなど事務効率化を図られたい。
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令和７年度 財政援助団体等監査の指摘事項に対する処理状況 
（監査対象）伊那市観光株式会社 

 指摘事項 処理状況

 １　出資団体に係る監査の結果 
観光株式会社における経営状況については、監査資料の閲

覧及び面接時の内容聴取により、昨今の社会情勢などによる

施設運営の厳しさが感じられたが、ここ数年の市及び指定管

理者による様々な集客への取り組みや経営改善が図られた

ことなどから、令和６年度は売上高が前年度より増加し、ま

た、繰越利益剰余金がプラスに転じ、グループ全体では黒字

になったことは評価に価する。 
観光株式会社の事業運営は定款及び各規則に沿って行わ

れており、事務処理については、概ね適正に処理されていた。 
以下、観光株式会社への改善事項に関して、出資者である

伊那市担当部課で必要な指示などの対応を図られたい。 
(1) 保養センターの管理運営、山小屋の管理運営に関する年

度協定書第２条第３項に貸付料の徴収を年度末に支払う

と明記されているが、条文と実務に不整合があった。実務

にあった条文に修正されたい。 
(2) 基本協定書第 20 条第 1 項第 1 号に規定されている定期

モニタリングのための月報が定められた期日までに提出

されていない月があった。業務の適正を期するためにも

期限内の提出を徹底されたい。 

１　出資団体に係る監査の結果 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（1）年度協定書の条文を実務にあったものとするため、令和８

年度の協定書から「貸付料は翌年度の５月末までに支払う」

に修正します。 

 
 

（2）月報は定められた期日までに提出するよう徹底します。 
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指摘事項 処理状況

 (3) 市所管部課においては、協定書における定期モニタリン

グや現場状況把握を常に行い、業務改善等について必要な

指示を一層充実されたい。 
(4) 現在、出資をしている伊那市の長が代表取締役社長とし

て就任しているが、観光株式会社は民間経営感覚による運

営を期待する第３セクターというものであるので、この兼

務については解消され、経営に専念することができる専任

の社長を配置されるよう見直し検討を進められたい。 

 

２　公の施設の指定管理者に係る監査の結果 
　高遠さくらホテル及び仙流荘の事業運営は、「保養セン

ターの管理運営に関する基本協定書」に沿って運営されて

おり、概ね適正に処理されていると認められたが、一部に

検討、改善等を要する事項が見受けられたので、市担当部

課も含め必要な対応を図られたい。 
(1) 施設の修繕、改修は、引き続き指定管理者と所管課との

役割分担を明確にし、計画的に行なわれたい。 
(2) 施設がより有効に利用されるためにはいかにすべきか、

利用者の声や指定管理者総合評価表が管理運営面に反映

されるように配慮され、市と指定管理者の密なる連携の下

に、更なる経営改善に努められたい。 
(3) 多数の様々な利用者が訪れるので、施設における安全対

（3）協定書における定期モニタリングや現場状況把握を常に行

い、業務改善等について必要な指示を一層充実します。 

 

(4) 理事者の考えもあり継続的に検討しますが、伊那市の長と

代表取締役社長が兼務することにより、福祉事業、観光事業

ともに市と連携した事業を継続的に実施することが可能に

なるといったメリットの部分もあります。 

 

 

 

２　公の施設の指定管理者に係る監査の結果 
　　　検討、改善等を要する事項について、指定管理者の対応

は次のとおりです。 

これらが適切に実施されるよう、市担当部署においても

連携を密にしてまいります。 

 

（1）施設の修繕、改修は、引き続き所管課との役割分担を明確

にし、計画的に行います。 

(2) 更なる経営改善はなかなか困難ですが、施設がより有効に

利用されるためにはいかにすべきか、利用者の声や指定管理

者総合評価表が管理運営面に反映されるように配慮し、市と

指定管理者の密なる連携の下に、経営が再び悪化しないよう

努めます。 
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指摘事項 処理状況

 策、盗難防止対策やトラブル防止対策などの取り組みを引

き続き行い、更なる利用者の安全安心が確保された施設運

営を図られたい。 
(4) 施設における小口現金（突発的なもの）の扱い方のマニ

ュアルなどによる処理方法の統一化を図られたい。 
(5) 手書きで処理している台帳は、ＰＣ（パソコン）の表計

算ソフトによる処理とするなど事務効率化を図られたい。 

（3）施設における安全対策、盗難防止対策やトラブル防止対策 

などの取り組みを引き続き行い、更なる利用者の安全安心が

確保された施設運営を図ります。 

(4) 施設における小口現金（突発的なもの）の扱い方のマニュ

アルなどによる処理方法の統一化を図ります。 

(5) 手書きで処理している台帳は、ＰＣ（パソコン）の表計算

ソフトによる処理とするなど事務効率化を図ります。 


